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低入札価格調査マニュアル 

令和４年９月  

１ 目的 

低入札価格調査マニュアル（以下、「本マニュアル」という。）は、工事の品質確保及び不良・不適

格業者の排除等に資するため、広島市水道局建設工事競争入札取扱要綱（以下、「要綱」という。）第

３８条第６項の規定に基づく調査を実施する際の調査方法及び内容等を定めるものである。 

 

２ 適用対象 

本マニュアルは、調査基準価格を下回った入札者のうち、最低入札価格提示者（以下、「対象者」と

いう。）に対して適用する。ただし、当該入札において調査基準価格に満たない価格を提示した者が複

数ある場合において、対象者を落札者としないときは、調査基準価格に満たない価格を提示した他の

者のうち、最低価格を提示した者（以下、「次順位者」という。）を対象者とする。次順位者を落札者

としないときは、以後この例による。 

また、総合評価落札方式を適用する場合において、評価値の最も高い者が調査基準価格を下回ると

きは、その者を対象者とする。ただし、対象者を落札者としない場合においては、評価値が次に高い

者を次順位者とし、その者が調査基準価格を下回るときは、その者を対象者とする。次順位者を落札

者としないときは､以後この例による。 

 

３ 調査方法 

１．本マニュアルに基づく調査（以下、「本調査」という。）は、要綱第３８条第６項に基づく調査の

関係資料が提出された日から実施することとし、可及的速やかに本調査の対象者からの事情聴取、

関係機関等への照会等の調査を完了する。 

 

２．本調査は下記の手順で実施するものとする。 

（１）開札時の対応等 

    ア 財務課契約係は、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には（落札決定を保留し）、保

留通知書において入札者全員へ低入札価格調査の対象である旨を通知する。 

この場合、総額失格基準額を下回る入札は失格とする通知を行う。 

イ 対象者に対して「低入札価格調査報告書（別紙－４）」（以下、「調査報告書」という。）を工

事担当課へ開札日（もしくは落札候補者決定の日）の翌日から起算して５日（閉庁日を除く）

後の午後５時までに提出する旨通知する。 

なお、対象者が提出期限までに調査報告書を提出しなかった場合には、その者の入札は無効

とする。 

ウ 対象者から工事担当課に提出された調査報告書に不備がある場合には、その者の入札は無効

とする。 

（２）事情聴取等調査（工事担当課）（必須） 

ア 調査報告書の内容を精査し、「工事費内訳対照表（別紙－３－（１））」を作成する。 

イ 対象者から提出された調査報告書の調査項目のほかに、聴き取りが必要な項目を「事情聴取

書（別紙－２－（２））」に記入して、必ず事情聴取を行う。なお、聴き取りの相手方は、対象

者の責任者及び対象者の積算の精通者とする。 

ウ 事情聴取終了後、「低入札価格調査結果の概要書（別紙－２－（１））」及び「事情聴取書（別

紙－２－（２））」を作成する。また、事情聴取をしてもなお不明な点がある場合においては、

期限を定めて表－１～表－４等の必要な追加資料の提出を求める。なお、追加資料の提出を求

めるのは、特に必要がある場合に限るものとする。 

エ 低入札価格調査結果調書(別紙)へ対象者の技術者の状況、配置予定技術者の状況、過去の公

共工事の成績、経営状況及び信用状態等を記載する。なお、事務局案の項の記入は不要である。 

オ 「低入札価格調査結果調書（別紙）」、「低入札価格調査結果の概要書（別紙－２－（１））」、

「事情聴取書（別紙－２－（２））」、「工事費内訳対照表（別紙－３－（１））」、及び「一般管

理費率調書（別紙－３－（２））」に「調査報告書のうち（別紙－４、様式－０～１１、表－１

～４、添付資料）」、入札者の入札価格が記載された「入札履歴（入札調書）」及び「入札公告」、

「総合評価落札方式落札候補者決定資料」（総合評価落札方式の工事に限る）の写しを添付し、

財務課契約係へ提出し協議する。この場合、「工事費内訳対照表（別紙－３－（１））」には、

工事担当課長の意見を付すものとする。 

カ 対象者が、本マニュアル５の２に定める基本的判断基準を満たしていない場合、判断が困難



(R4.9) 2 

な場合には事前に協議を行うものとする。 

 

（３）調査結果の編さん及び競争入札調査委員会の準備（財務課契約係） 

ア 工事担当課が作成した「低入札価格調査結果調書（別紙）」の事務局案の項に記入する。 

イ 調査の結果、広島市水道局建設工事等競争入札調査委員会（以下、「委員会」という。）へ付

議する必要がある場合は、（２）のオ及び（３）のアに掲げた資料に入札者の入札価格が記載

された「入札・見積調書（別紙－１）」を添えて、委員会の審議に付す。 

ウ 基本的判断基準を満たさないもの等、必要に応じ委員会で審議する。 

 

３．工事担当課は、指定した日に対象者が上記２の（２）のウに定める追加資料を提出しない場合は、

対象者に対し、期限を定めて、提出できない理由等の説明を求める。対象者が、これに応じないと

きは、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱に定める「不正又は不誠実な行為」に該

当し、指名停止の対象となることを明確に伝える。 

 

４ 調査内容 

１．本調査においては、広島市水道局建設工事等競争入札調査委員会要綱第３条に掲げる調査事項等の

うち、 次の内容について調査を行うものとする。なお、表－１～４は、特に必要がある場合に調査を

行うものとする。 

（０） 低入札価格調査報告書等の概要            （様式－０） 

（１） 入札金額の工事費構成 

（２） 当該価格で入札した理由               （様式－１） 

（３） 入札金額の積算内訳等 

ア 工事費内訳明細書                （本局工事設計書に準じた様式） 

イ 諸経費内訳書                  （表－1，表－1－1，表－1－2） 

ウ 労務費内訳書                  （表－２） 

エ 資材・下請施工等見積書等一覧          （表－３） 

オ 工事工程表                   （表－４） 

（４） 手持ち工事の状況                  （様式－２，様式－３） 

（５） 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連  （様式－４） 

（６） 手持ち資材の状況                  （様式－５） 

（７） 資材購入先一覧                   （様式－６） 

（８） 手持ち機械数の状況                 （様式－７） 

（９） 労務者の確保計画                  （様式－８） 

（１０）過去に施工した等の公共工事名及び発注者        （様式－９） 

（１１）建設副産物の搬出計画                 （様式－10） 

（１２）施工体系図兼下請契約等計画調書            （様式－11） 

 

２．具体的な調査 

（０）低入札価格調査報告書等の概要 

対象者が提出した「低入札価格調査報告書等の概要(様式－０)」に、様式－１から様式－１１

の内容が適正に記載されているか、また、その他の事項についても明確に記載されているかの確

認を行う。 

（１）工事費の構成 

区  分 内   容 

直接工事費等 

直接工事費 

・ スクラップ費がある場合は、直接工事費から減額する。 

・ 機器費は、直接工事費に加える。 

・ その他費用（手数料、委託料等）が積上計上されている場合は、直接工事費に

加える。 
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共通仮設費等 

共通仮設費 

・ 積上げ分と率分を計上する。 

・ 解体工事等で直接工事費に含めている場合は、0 円とする。 

・ 鋼橋製作工等の工場製作に係る間接労務費は、共通仮設費に加える。 

現場管理費等 

現場管理費 

・ 鋼橋製作工等の工場製作に係る工場管理費は、現場管理費に加える。 

・ 下水道ポンプ場・処理場工事等の据付工事部門等を管理運営するための据

付間接費、システム設計に要する設計技術費は、現場管理費に加える。 

一般管理費等 
一般管理費 

・ 契約保証費が別にある場合は、一般管理費に加える。 

   

  （２）当該価格で入札した理由 

       「当該価格で入札した理由（様式－１）」については、当該価格で安全かつ良質な施工の確保

が可能かどうかを確認する。 

  （３）入札金額の積算内訳等 

「工事費内訳明細書」「諸経費内訳書（表－１、表－１－１、表－１－２）」「労務費内訳書（表

－２）」「資材・下請施工等見積書等一覧（表－３）」「工事工程表（表－４）」について、次の調

査を行う。 

なお、工事費内訳の詳細内容が不明な場合は、「工事費積算書」の提出を求める。 

ア 仕様及び数量 

(ｱ) 数量総括表に対応する積算内訳となっているか。 

(ｲ) 設計図書での要求事項（条件明示を含む。）を理解して積算しているか。 

(ｳ) 指定の数量によって積算されているか。 

 （ 数量の指定のない場合は、対象者の数量による。） 

(ｴ) 指定の工法によって施工することとしているか。 

（工法指定がない場合は、その工法で安全性等に問題はないか。） 

イ 資材単価、労務単価又は市場単価 

資材単価、労務単価又は市場単価について、発注者の単価と比べて相当程度低いと認められ

る場合には、当該単価の設定理由を記載した書類等の提出を求めるなど、詳細な調査を行う。 

労務単価が特に低い場合は、最低賃金を下回っていないか調査を行う。 

労務費内訳書（表－２）に記載されている最低単価の算出内訳の確認は、賃金台帳等の支払

賃金が確認できる資料に基づき確認する。 

ウ 下請契約の相手方（以下「下請負人」という。）との関係及び技術者の配置 

下請契約の締結を予定している場合には、予定している「施工体系図兼下請契約等計画調書

（様式－11）」及びその下請負人からの見積書等において、下請に係る見積額が入札金額の積

算内訳に正しく反映されているか、また、配置予定技術者の内容について確認する。 

次の場合には、その理由を記載した書類等の提出を求め、これに基づき詳細な調査を行うと

ともに、必要に応じて下請負人のヒアリングを実施する。 

(ｱ) 下請負人の見積金額が入札金額の積算内訳に適切に反映されていない場合 

(ｲ) 下請負人の見積書等の工事内容（規格、工法及び数量等）が明確でない場合 

(ｳ) 下請負人の資材単価、労務単価又は市場単価について、発注者の単価と比べて相当程

度低いと認められる場合 

(ｴ) 工事予定箇所に関連する技術者（監理技術者等）について、配置予定を確認し、他の

手持ち工事がある場合 

(ｵ) 配置予定技術者（専任）については、開札日の３か月前以前に雇用されていない者を

配置予定にしている場合 

    エ 工程 

工事工程表と積算内容が一致しているか。また、工程計画に問題は無いか詳細な調査を行う。 

オ 安全対策 

安全管理等の共通仮設費（率分を除く。）の計上は不適当ではないか。 

（特に、交通誘導員の配置及び指定仮設についての調査は入念に行う。） 

カ 諸経費 

共通仮設費（率分）、現場管理費及び一般管理費等について、発注者の価格と比べて相当程

度低いと認められる場合は、該当する諸経費内訳書（表－１、表－１－１、表－１－２）の提

出を求め、当該価格の設定理由について確認を行い、具体的に必要経費が計上されているか確
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認する。 

  （４）手持ち工事の状況 

「手持ち工事の状況（様式－２、３）」について、次の調査を行う。 

契約対象工事付近における手持ち工事（様式－２）及び契約対象工事に関連する手持ち工事（様

式－３）の状況から、営繕損料、現場管理費等の間接費の節減が可能か。また、本局発注工事

について、記入漏れがないかも確認する。 

（５）契約対象工事箇所と対象者の事務所、倉庫等との関連 

「契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（様式－４）」について、次の調査を

行う。 

ア 監督業務及び資機材運搬・管理等において、地理条件等に鑑み、経費等の節減が可能かど

うかを確認する。 

イ 緊急時の対応等、安全管理に優位性があるかを確認する。 

（６）手持ち資材の状況 

「手持ち資材の状況（様式－５）」において、手持ち資材を当該工事で活用するとしている場 

   合は、具体的な数量・活用方法等及び保管状況を写真等で確認するとともに、低価格入札と 

の関連性について確認する。 

【具体例】 

(a) 仮設鋼矢板及び支保材、足場材、その他二次製品の活用 

(b) コンクリート用型枠等の活用 

(c) 安全管理資材の保有 

(d) 契約対象工事に関連する手持ち資材の活用 

（７）資材購入先及び購入先と対象者との関係 

「資材購入先一覧（様式－６）」において、当該工事で使用する資材について、低価格での調達

が可能としている場合、その根拠を、資材購入先の作成した見積書等により確認するとともに、

資材購入先等の意向を確認する。 

【具体例】 

(a) 手形取引でなく現金決済による値引きが可能である。 

(b) 系列会社あるいは協力会社との取引が可能である。 

(c) 永年にわたり取引がある。 

 （８）手持ち機械数の状況 

「手持ち機械数の状況（様式－７）」において、当該工事において手持ちの建設機械等を使用す

るとしている場合は、写真（所有等を証する資料等）で確認する。 

【具体例】 

    (a) 手持ちの建設重機械等の活用が可能であり、損料計上が優位にある。 

    (b) 減価償却が終わっており、損料等が不要若しくは低減できる。 

     (c) 系列会社の取引、又は永年にわたり取引が有る。 

（９）労務者の具体的供給見通し 

「労務者の確保計画（様式－８）」について、次の調査を行う。 

 ア 労務者について、確保計画及び配置予定によって適切な施工が可能かどうかを確認する。 

  イ 労務者について、自社の者を従事させることとなる場合には、名簿の提出を求め、健康保険

被保険者証等の写しにより雇用関係の確認を行う。 

※ 雇用関係の確認書類として、保険者番号、被保険者等記号・番号が記載されている健康保険被

保険者証の写し等の書類を添付する場合には、当該番号等に黒塗り等でマスキングを施したもの

を添付すること。 

また、QR コードがある場合について、その QR コードを読み取ると、保険者番号、被保険者

記号・番号等がわかるものについては、同様にマスキングを施すこと。 

 （１０）過去に施工した等の公共工事名及び発注者 

「過去に施工した等の公共工事名及び発注者（様式－９）」について次の調査を行う。 

過去２か年の本局工事において低入札受注工事の実績があれば、当該受注工事の工事評定点を調  

査する。（工事評定点は、対象者が記入する。工事成績評定通知書を添付する。） 

（１１）建設副産物の搬出計画 

「建設副産物の搬出計画（様式－１０）」について次の調査を行う。 

ア 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が発注仕様書等に合致しているかを確認する。 

イ 適正な処理を行っている搬出地を選定しているかを確認する。また処理価格の根拠も確認

する。 

   ウ 車持ち運転手の単価を確認する。 
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（１２）施工体系図兼下請契約等計画調書 

「施工体系図兼下請契約等計画調書（様式－１１）」について次の調査を行う。 

ア 開札日から落札決定日までの間に指名停止期間がかかっている業者を下請負人に選定して

いないかを確認する。 

イ 下請負人の主任技術者の雇用を、健康保険被保険者証等（健康保険被保険者証を所持してい

ない個人事業者等の場合はその他雇用が確認できる資料）の写しにより確認する。 

※ 健康保険被保険者証等の写しにより確認する場合は、（９）※を参照。 

ウ 一次下請負人（調査業務及び安全管理委託等を含む）は、建設業の許可通知の写し等により、

確認する。 

 

 

５ 適正な履行確保の基準 

調査内容を総合的に検討し、総額失格基準（額は非公表）及び基本的判断基準からなる適正な履行

確保の基準の項目をすべて満たしているかどうかを確認する。確認の結果、基準の項目を一つでも満

たしていない場合、対象者は契約内容に適合した履行がされないおそれがあるものとする。この調査

は、基準を満たさない項目が判明した時点で終了するものとする。 

 

１． 総額失格基準 

入札額（税抜き）が、総額失格基準額（税抜き）以上であること。 

 

    工事費構成（各内容は、4 の 2（1）工事費の構成による）     

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

直接工事費等 共通仮設費等 現場管理費等 一般管理費等 

総額失格基準額（税抜き）をＳ、設計金額（税込み）をＫとする。 

 

（１）設計金額（税込み）が２億円以上３億円未満の場合は次式による。 

       Ｓ＝Ａ×a +B×ｂ+C×ｃ+D×ｄ 

        a ＝0.97－0.097（K－200,000,000）/100,000,000 

        b ＝0.90－0.09（K－200,000,000）/100,000,000 

        c ＝0.90－0.09（K－200,000,000）/100,000,000 

        d ＝0.68－0.068（K－200,000,000）/100,000,000 

        （ａ、ｂ、ｃ、ｄは小数第４位まで、第 5 位切り捨て） 

  （２）設計金額（税込み）が３億円以上の場合は次式による。 

      Ｓ＝Ａ×0.873+B×0.81+C×0.81+D×0.612 

        

  注１：総額失格基準額を下回る入札は、失格とする。 

  注２：総額失格基準額は公表しないこと。 

 

２．基本的判断基準 

（１） 低入札価格調査に際し誠実で協力的であること。 

（２） 当該入札が、適正な見積等に基づく結果であること。 

（３） 技術者等（下請負人も含む）の配置が適正であること。 

（４） 設計数量、設計仕様、安全性等を満足していること。 

（５） 労務費は全て法定最低賃金を満たしていること。 

（６） 下請、資材等の見積額の計上が適正であること。 

（７） 建設副産物の処理方法等が適正であること。 

（８） 工事費内訳明細書等に違算等がある場合、不足総額が対象者の予定利益の計上額を上回ら

ないこと。 

（９） 調査報告書に不備が無いこと。 

（１０）虚偽記載等が無いこと。 

 

  

６ 調査結果の公表 

財務課契約係は、広島市水道局建設工事発注見通し及び請負経過公表要領に基づき「低入札価格調

査結果の概要書（別紙－２－（１））」を公表する。 
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低入札価格調査結果調書

円 (比較価格の ％）

（詳細は別紙１のとおり) (調査基準価格の )

円

円

（比較価格の ％）

 調査事項等

【事情聴取結果】 【工事費内訳書の状況】

 別紙-3-(1)の工事費内訳対照表のとおり

【適正な履行確保の基準】

【手持ち工事の状況 (　　　　）】

様式－３の手持ち工事の状況（対象工事関連）のとおり

【配置予定技術者の状況】

【技術者の状況】 （人）

　 　 　

　　

【過去の公共工事の成績 (　　　　）】

【経営状況及び信用状態】

資本金 千円

営業年数 年

不渡り等の状況の有無

決算状況 経常利益

( 末現在）

事務局案

局平均

当該業者

工種 年 年 年

別紙-2-(2)の事情聴取書のとおり

１　級 2　級 その他 合　計

 入札書比較価格

 調査基準価格の

1/（1＋消費税）

 工事名

 入札結果
％

別紙

 調査対象業者名

 所在地

 登録工種（許可）
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入札 ・ 見積調書 別紙－１

契約番号

会計年度

年度　

契約執行方法

入札・見積日時

　（第　　回）

入札・見積場所

入札・見積日時

　（第　　回）

入札・見積場所

入札方法

件名

入札・見積日時

　（第　　回）

入札・見積場所

第４回

方法 入札金額 入札金額 入札金額 入札金額

No. 業者番号 入札 第１回 第２回 第３回

業者名 区分 区分 区分 区分

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

令和　　　　年度 　永　　　１０　　５ 　　□　開示　　　　□　不開示　（令和　　　年　　　月　　　日解除予定）　　広島市情報公開条例第 ７条

摘　要

　 ３　　　１  　(   ) 　　□　部分開示（不開示部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　第　　　　 号　　　　　に該当

完結 保存年限 開示・不開示の状況

12
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別紙－２－（２）

１． １．

２． ２．

３． ３．

４． ４．

５． ５．

６． ６．

７． ７．

８． ８．

９． ９．

10． 10．

11． 11．

事情聴取者　  （役職名）（氏名）

質 問 内 容 聴 取 結 果

事 情 聴 取 場 所

業 者 名

事情聴取の相手方（役職）（氏名）

工 期 契約締結の日から令和　　年　　月　　日まで（　　　日間 ）

入 札 執 行 日 時 令和　年　月　日　　　　時　　分

事 情 聴 取 日 時 令和　年　月　日　　　　時　　分～　　　　時　　分

工 事 場 所

事　情　聴　取　書

工 事 名

工 事 担 当 課
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別紙－３－（１）

工事名　：　 （単位：円）

本局 設 計 金 額 業 者 見 積 金額 差引金額 比率

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ Ｃ／Ａ　％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

工　事　費　内　訳　対　照　表

項　　　　　　　目 摘要

直
接
工
事
費

（ 各 工 種 ）

直 接 工 事 費 計

予定利益（一般管理費内数）

共
通
仮
設
費

（積上）運搬費

準備費

安全費

役務費

事業損失防止施設費

　 　（率分）

共 通 仮 設 費 計

純 工 事 費

現 場 管 理 費

工 事 原 価

一 般 管 理 費

【工事担当課長意見】

工 事 価 格

工 事 価 格 計

消 費 税 相 当 額

工 事 請 負 費

入 札 額

内
訳

積 上 計 上 分

率 計 上 分

合 計
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工事担当課
(担当者)

工事名

対象業者名

○会社全体の直近の一般管理費率と調査対象工事の一般管理費率との比較

【会社全体の一般管理費率】
　①　損益計算書より会計年度の「売上原価」と「販売費及び一般管理費」を記入
　②　注：「除外費用」の表を参考にして、除外する費用があれば、その合計金額を記入
　③　次の計算式により、一般管理費率を算出し記入（小数点第３位を四捨五入）

対象業者名 会計年度 売上原価合計
販売費及び

一般管理費合計
除外費用（注） 一般管理費率(%)

○○年度

注1　①及び②は損益計算書の数値であるため、税込み、税抜きを問わない。

【調査対象工事の一般管理費率】
①　低入札価格調査報告書等の概要（様式－０）の22.一般管理費額，23.予定利益額を記入
②　次の計算式により、一般管理費率を算出し記入（小数点第３位を四捨五入）

注2　税抜きで記入

入札額 一般管理費等額 予定利益額 一般管理費率(%)

【局設計の一般管理費率】 注3　税抜きで記入 （単位：円）

局設計額 局積上額 局一般管理費額 一般管理費率(%)

科　目　名

広告宣伝費

貸倒引当金繰入額

交際費

寄付金・諸会費

※　損益計算書をもとに、分かる範囲で算出してください。

一般管理費率 (％)＝
（販売費及び一般管理費）　－　除外費用（注）

 ×　１００
売上原価

別紙－３－(２)

○○課
（担当者名）

一  般  管  理  費  率  調  書

内　　　　　容

（単位：円）

一般管理費率 (％)＝
一般管理費等額　－　予定利益額

 ×　１００
入札額

（単位：円）
工事名

局の契約番号

注：「除外費用」（販売費及び一般管理費から除外する費用の内容は、次のとおりです。）

新聞、ラジオ、テレビ等の広告料、その他不特定多数の者に対する宣伝
的効果を意図する広告宣伝のための費用

営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に
対する実際の貸倒損金、及び一定の基準に基づく貸倒引当金繰入額及
び戻入額

得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、
贈答などの行為のために支出する費用

国または地方公共団体に対するもの、及び財務大臣の指定した損金参入
の寄付金。試験研究法人等のうち特殊な法人に対する寄付金

 

 


